
高知県共催及び後援事業承認事務取扱要領 

（目的） 

第１条  この要領は、県が共催又は後援する事業に係る承認事務を適正に行うための承認 

基準その他必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条  この要領において、次の各号に定める用語の定義は、当該各号に定めるところに 

よる。 

（１）共催 事業の企画、運営に参画し、また経費の一部を負担するなど、当該事業に 

ついて責任の一部を負担することをいう。 

（２） 後援 事業の趣旨に賛同し、当該事業の実施について協力することをいう。 

（名義） 

第３条 この要領による共催又は後援の名義は「高知県」とする。 

  ２ 前項の規定にかかわらず、出先機関の管内で、主として管内住民等を対象として

実施される事業等に対して行う共催又は後援については、出先機関の名義を使用できるも

のとする。 

（承認基準） 

第４条 共催又は後援の承認基準は、別表に掲げるとおりとする。 

  ２ 前項の規定にかかわらず、前条第１項に該当する場合において、県行政の円滑な

推進の見地から特に必要があると認めるものについては、共催又は後援の承認をするこ

とができるものとする。 

（申請手続） 

第５条 共催又は後援の承認を受けようとする者は、別記第１号様式若しくは別記第１号

様式の２又は次の事項を記載した書面により、原則として名義使用開始の１４日前までに、

知事又は出先機関長に提出するものとする。 

（１） 事業の名称、目的及び内容 

（２） 主催者の職、氏名及び事務局等連絡先 

（３） 開催日時（期間）及び開催場所 

（４） 参加対象者及び参加見込者数 

（５） 他の共催者及び後援者（予定者を含む） 

（６） 入場料金その他参考事項 

 （決定） 

第６条 前条の規定による申請があった場合、第３条第１項に規定する名義の使用につい

ては、共催又は後援の申請のあった事業を所管する課室長がその内容を審査し、適当と認

めるときは別記第２号様式による承認通知書により、承認できないときはその旨を、それ

ぞれ当該申請者に通知するものとする。ただし、第４条第２項により承認する場合、当該

課室長は部局長の決裁を受けるものとする。 

２ 第３条第２項の規定に基づく出先機関の名義使用については、前項本文の規定を

準用する。この場合において、同項中「第３条第１項」とあるのは「第３条第２項」と、

「課室長」とあるのは「出先機関長」と、「別記第２号様式」とあるのは「別記第２号様

式の２」と読み替えるものとする。 

３ 教育委員会など知事部局以外の課室が申請を受け付け、決定する場合は広報広聴

課の合議を要するものとする。 



（事業計画の変更等） 

第７条 事業の主催者は、申請時の事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、速 

やかに当該変更又は中止に係る内容について届け出なければならない。 

（承認の取消） 

第８条 共催又は後援を承認した事業であっても、その内容が第４条の承認基準に該当し 

なくなったときは、その承認を取り消すものとする。 

  ２ 前項の規定による承認の取消については、第６条の規定を準用する。 

（事業の完了報告） 

第９条 共催又は後援の承認をうけた事業が完了したときは、別記第３号様式若しくは別

記第３号様式の２又はそれにかわる報告を遅滞なく書面で知事に提出するものとする。 

（雑則） 

第１０条 共催又は後援の承認の手続きを経ずに、第３条に規定する名義を無断使用した 

場合（承認前に既に印刷し、公表した場合を含む。）は、警告書を出すとともに、その事

由によっては以後の共催又は後援の承認は認めないものとする。 

 ２ この要領に基づくものであれば、共催又は後援の名義使用について、課室長又は

出先機関長が内規を定めることを妨げないものとする。 

  

附則 

この要領は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附則 

この要領は、平成１９年９月１３日から施行する。 

別表（第４条関係） 

 共催又は後援事業の承認基準 

主催者についての

承認基準 

１ 国、地方公共団体及びこれらの機関並びに連合体 

２ 新聞社、放送局等の報道機関 

３ 福祉、文化、環境、地域づくり、産業振興等の分野で県

行政の円滑な推進に寄与する事業を行っている公益法人及

びその他の団体（宗教団体又は政治団体を除く） 

 

 

事業内容について

の承認基準 

１ 県行政の運営方針に反しないものであること 

２ 事業の目的が、県の政策、施策の推進に寄与するもので、

公益性があるものであること 

３ 特定の宗教、政党の宣伝、勧誘等を意図したものでない

こと 

４ 特定の団体の利益を目的とするものでないこと 

５ 事業の内容及び規模から、営利目的でないこと 

 

 

 

 

備考 

 １ 主催者については、「主催者についての承認基準」の１から３までのいずれかに該当

しなければならない 

 ２ 事業内容については、「事業内容についての承認基準」の１から５までのすべての項

目に該当しなければならない。 

 


